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栃木県高齢者支援計画「はつらつプラン 21（八期計画）」骨子（案） 

 

第Ⅰ部 総 論 

１ 計画策定の趣旨 

・団塊世代が 75 歳以上となる 2025 年を当面の目標としつつ、いわゆる団塊ジュニア

が 65 歳以上となり、高齢人口がピークを迎え、介護ニーズの高い 85 歳以上人口が急速

に増加することが見込まれる 2040 年も見据え、県及び市町が目指す高齢者支援施策の

方向性を示す。 

 

２ 計画の位置づけ 

・老人福祉法に基づく「老人福祉計画」と併せ介護保険法に基づく「介護保険事業支援

計画」として位置づけ 

・栃木県重点戦略「とちぎ元気発信プラン」及び各関連計画（栃木県保健医療計画、栃

木県地域福祉支援計画等）と調和のとれた計画策定 

・市町が策定する介護保険事業計画との整合性確保 

 

３ 計画期間 

・令和 3（2021）年度から令和 5（2023）年度まで（３年間） 

 

 

４ 高齢者福祉圏域 

・保健・医療・福祉の連携を図る観点から「栃木県保健医療計画」における二次保健医

療圏と同一に設定 
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５ 高齢者人口等の現状と将来推計 

(1) 現状 

① 高齢者人口 

② 要支援・要介護認定者数 

③ 介護サービスの利用者数 

 

(2) 将来推計 ※2040 年までの推計 

① 高齢者人口 

② 要支援・要介護認定者数 

③ 認知症高齢者数 

④ 高齢者単独・夫婦のみ世帯数 

 

６ 計画の基本目標 

「とちぎで暮らし、長生きしてよかったと思える社会」の実現 
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第Ⅱ部 各 論 

Ⅰ 施策の方向 

第１章 生きがいづくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 社会参加の促進 

２ 就業機会の確保 

３ 学習機会の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な内容） 

高齢者の生きがいづくりに向けた社会参加の促進や、就業や学習など多様な機

会の確保・提供について記載 

【検討の方向性】 

・社会参加の促進や多様な機会の確保・提供を進めるため、市町や関係団体との

連携・強化等について検討 

現 状 と 課 題     

施 策 の 方 向 性     

評 価 指 標     

基本的な考え方 

【基本的な構成】 
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第２章 介護予防・日常生活支援の推進 

 

 

 

 

１ 健康づくりの推進 

(1) 健康の維持・増進 

(2) 生活習慣病の早期発見と適切な管理 

(3) 高齢者のこころの健康 

 

２ 介護予防の推進 

(1) 介護予防事業の推進 

(2) 予防給付サービスの確保 

 

３ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の推進 

 

４ 地域における支え合いの推進 

(1) 生活支援体制整備の推進 

(2) 支え合い体制づくりの促進 

 

５ 地域包括支援センターの機能強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な内容） 

元気で活動的な高齢期を過ごすための取組の推進と地域での支え合い体制づくり

の促進について記載 

【検討の方向性】 

・基本指針を踏まえ、介護予防や総合事業、生活支援体制整備に係る市町支援

ついて検討 

・高齢者に係る保健事業と介護予防事業の一体的な実施について検討 
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第３章 介護サービスの充実・強化 

 

 

 

 

１ 介護サービスの基盤整備 

(1) 在宅サービスの充実 

(2) 地域密着型サービスの確保 

(3) 施設・居住系サービスの基盤整備 

① 基盤整備の推進 

② サービスの質の向上 

③ 療養病床の転換支援 

(4) 安心して暮らせる住まいの確保 

 

２ 介護サービスの適正な運営 

(1) ケアマネジメントの確立 

(2) 利用者への情報提供 

(3) 指導・監査の充実 

(4) 苦情への的確な対応 

(5) 介護給付の適正化 

 

３ 費用負担の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（主な内容） 

生活環境に応じた介護サービスの基盤整備及び適正な運営のための取組について記

載 

【検討の方向性】 

・施設整備に当たっては、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設

置状況を勘案して計画を策定 
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第４章 在宅医療・介護連携の推進 

 

 

 

 

１ 在宅医療・介護連携に係る普及啓発 

 

２ 在宅医療・介護連携に係る人材確保・育成 

 

３ 在宅医療提供体制の整備 

 

 

 

 

 

 

第５章 認知症施策の推進 

 

 

 

 

１ 認知症に関する理解の促進と本人・家族への支援 

 

２ 認知症の早期発見・早期対応に向けた体制の構築 

 

３ 認知症対応力の向上 

 

４ 若年性認知症への対応 

 

 

 

（主な内容） 

住み慣れた地域で暮らしていくため、在宅医療・介護連携に係る人材確保・育

成や在宅医療提供体制の整備等について記載 

 

（主な内容） 

認知症の方やその家族の視点を重視し、認知症になっても希望を持って自分ら

しく暮らし続けるための地域づくりに向けた取組について記載 

【検討の方向性】 

・認知症施策推進大綱を踏まえ、認知症本人の視点に立った普及啓発の取組や認

知症サポーターの活動促進等について検討 

【検討の方向性】 

・医療と介護の連携体制構築の推進に向け、「栃木県保健医療計画（在宅医療分

野）」と調和を図りながら検討 

・看取り等への対応強化等という観点からも検討 
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第６章 介護人材の育成・確保 

 

 

 

 

１ 参入促進 

 

２ 資質の向上 

 

３ 労働環境・処遇の改善 

 

 

 

 

 

 

第７章 安全・安心な暮らしの確保 

 

 

 

 

１ 相談体制の充実 

 

２ 権利擁護事業の推進 

 

３ 高齢者虐待防止対策の推進 

 

４ 日常生活の安全・安心対策 

(1) 消費者被害防止対策 

(2) 交通安全対策 

(3) 防災対策 

（主な内容） 

各種サービスを支える人材の育成・確保について記載 

（主な内容） 

住み慣れた地域で安全・安心に暮らしていくための相談体制の充実や安全対策

等について記載 

【検討の方向性】 

・多様な人材の参入促進・育成及び離職防止・定着のための取組について検討 
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Ⅱ 施設・居住系サービスの基盤整備計画（2021 年度～23 年度） 

 

 

 

・特別養護老人ホーム 

・介護老人保健施設 

・認知症高齢者グループホーム 

・特定施設入居者生活介護事業所の指定を受けた混合型特定施設の定員総数 

 

Ⅲ 圏域別・市町別計画 

 

 

 

 

１ 高齢者人口・サービス見込量等の推計 

２ 市町村別介護保険料 平均月額の推移 

３ 各圏域の現状 

 

 

（主な内容） 

施設・居住系サービスの今後３年間の整備計画数を記載。 

（主な内容） 

市町別の高齢者人口・サービス見込量等の推計や保険料、各圏域の現状について記

載。 


